
     組  織   

（令和３年６月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

      

（班長 会員 11 名）        

 

 １班 垣生・砂山・中底井野・上底井野・下大隈・五楽 

 ２班 土手ノ内                   

 ３班 扇ヶ浦・東中間・蓮花寺１・２丁目       

 ４班 中間・中尾・松ケ岡              

 ５班 深坂・池田・小田ケ浦・弥生・大辻町・七重町  

 ６班 長津・中鶴 1 丁目・浄花町           

 ７班 中鶴２～４丁目・岩瀬西町           

 ８班 岩瀬・蓮花寺３丁目              

 ９班 中央・大根土                 

１０班 太賀・鍋山町・朝霧１～５丁目         

１１班 通谷・桜台・星ヶ丘              

                                 

（班長 会員７名）  

 

 ①技術班                   

 ②技能班                   

 ③事務整理班                 

 ④管理班                   

 ⑤折衝・外交班                

 ⑥軽作業班                  

 ⑦福祉・家事援助サービス班          

 

 

 

 

定 時 総 会 

 

役   員 

 

・理 事 10 名 

・監 事 ２名 

安 全 委 員 会 

 

理 事 会 

総会で決定された事業

の執行にかかわる具体

的な内容を審議、執行

します。 

 

事 務 局 

職員 4 名 

 

・正規職員 2 名  

・嘱託職員 2 名  

 

 

委 
 

員 
 

会 

地  域  班 

職  群  班 

事務局長 

（1 名） 

 

 

正会員及び特別会員で開催される定時総会において、役員の選任、

役員の報酬、定款変更、各事業年度の事業報告及び決算等を審議

決定いたします。（センターの最高意志決定機関です。） 

 

総務係 

(2 名) 

 

 

事業係 

 (2 名) 

会 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

員 

 

普 及 啓 発 委 員 会 

賛 助 会 員 特 別 会 員 


